
総合経済対策の策定について（内閣総理大臣指示） 

（令和７年 10 月 21 日） 

 

一 日本は今、少子化、物価高、国際情勢の緊迫、そして地方の衰退などの大きな岐路に立っています。日本経済は

緩やかに回復していますが、潜在成長力は伸び悩み、米国関税措置に関する日米協議は合意に至ったものの世界経

済には不透明感があります。こうした中、食料品を中心とした物価高が当面の景気下押しリスクとなっています。

「未来への不安を希望に変える」ため、まずは、今の国民の暮らしを守る物価高対策を早急に講じるとともに、日

本経済の強さを取り戻すための経済政策を作り上げていきます。 

 

二 こうした基本的な考え方のもと、物価高から暮らしと職場を守ること、大胆な危機管理投資と成長投資で暮らし

の安全・安心の確保と強い経済を実現すること、そして防衛力と外交力の強化で日本の平和を守ること、といった

重要課題に速やかに対応することを目的として、「総合経済対策」を策定します。 

 

三 経済対策の柱は、第一に、生活の安全保障・物価高への対応です。 

① 足元の物価高に対しては、重点支援地方交付金により、地域のニーズにきめ細かく対応します。厳冬期の電気・

ガス代を支援します。国・自治体と民間の請負契約単価を物価上昇等を踏まえて適切に見直します。当分の間税

率の廃止に向けた政党間協議を進め、制度実施までは燃料油激変緩和補助金の基金残高を活用します。給付付き

税額控除の検討に着手します。 

② 地方の伸び代を活かし、地方の暮らしの安定を図ります。医療・介護等について、職員の方々の処遇を改善す

るとともに、経営改善支援を行います。地域交通、小売りをはじめとする地域の基幹産業の活性化を図ります。

地方発の世界をリードする技術・ビジネスの創出を進めます。国民一人一人が生きがいや役割を持つ包括的な地

域共生社会を実現します。外国人問題への対応、治安対策、公教育再生や政党間合意を踏まえた教育無償化への

対応も進めます。 

③ 中小企業・小規模事業者をはじめとする賃上げ環境の整備も進めます。三の①に記載の重点支援地方交付金を

活用します。価格転嫁対策の徹底、中小企業等の稼ぐ力の強化や省力化投資の支援を行います。 
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四 第二の柱は、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現です。官民が連携した積極的な投資により、我が国

の課題を解決し、先端産業を開花させていくことで、日本経済の強い成長の実現を目指します。 

① 経済安全保障の強化のため、ＡＩ、半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙など、戦略分野の官民連携投資

と重要物資のサプライチェーンの強化を進めます。サイバーセキュリティ対策を強化します。 

② 食料安全保障の確立に向けて、農林水産業の構造転換を図るとともに、農林水産物・食品の輸出拡大を図りま

す。 

③ エネルギー・資源安全保障の強化のため、原子力については、安全性の確認を前提とした原子炉の再稼働を進

めるとともに、原子力防災等にも取り組みます。資源開発、省エネ・再エネ、ＧＸも進めます。 

④ 事前防災や道路関連インフラの保全をはじめ、防災・減災・国土強靱化にも取り組みます。 

⑤ 先端科学技術、スタートアップ・コンテンツ、健康医療、人への投資など、未来に向けた投資を拡大させてい

きます。 

 

五 第三の柱は、防衛力と外交力の強化です。 

① 外交・安全保障環境の変化に対応するため、防衛力整備に引き続き取り組みます。自衛隊員の処遇改善、多角

的な経済外交の展開などにも取り組みます。 

② 米国関税措置への対応として、合意内容を誠実かつ速やかに実行していくため、日米戦略的投資イニシアティ

ブに必要な措置を講じます。事業者の状況やニーズに応じた多様な支援を行えるよう、中小企業向けの資金繰り

支援等により、国内経済・産業への影響緩和に万全を期します。 

 

六 以上三つの柱に沿って、経済財政政策担当大臣を中心に、与党と十分連携して具体的な検討を行い、党派を超え

た議論も踏まえて、経済対策を取りまとめてください。経済対策を決定した上で、補正予算を提出いたします。取

りまとめに当たっては、課題の性質に応じて、規制・制度改革や財政投融資の手法なども積極的に活用してくださ

い。財政措置を伴うものについては、財務大臣と十分に内容を協議してください。 

 

七 閣僚各位におかれましては、国民の皆様の声を聞き、施策の具体化に取り組んでいただくよう、よろしくお願い

申し上げます。 




